
名
誉
市
民
に

　

故 
塚
越 

平ひ

ら

と人 

さ
ん

　市では、議会の同意を得て、桐生瓦斯株式会社
前代表取締役会長である故塚越平人さんを桐生市
名誉市民に推挙することを決めました。
　塚越さんは、市民生活に必要不可欠なエネル
ギーの安定供給と保安の確保、環境問題などへの
対応を通じて、豊かな市民生活の実現や産業経済
の活性化に大きく寄与され、桐生市の発展に多大
な貢献をされました。
　また、将来を担う子供の教育に熱意を持ち、桐
生市教育委員会委員長や群馬県教育委員会委員長
として、学校教育の充実や社会教育の推進に尽力
されたほか、各種団体役員を務められながら、ま
ちづくりや社会活動に積極的に取り組まれました。
先見の明をもって地道に実践された塚越さんの多岐にわたる取り組みは、多くの市
民に希望と安心を与え、桐生市発展の大きな推進力となりました。
　塚越さんは、桐生市９人目の名誉市民となります。
　問い合わせは、秘書室秘書係（☎内線512）へ。

今年も
臨時福祉給付金を
支給します

○
支
給
額

1
人
に
つ
き
６
０
０
０
円

○
支
給
対
象
者

平
成
27
年
1
月
1
日
現
在
に
お
い

て
、
次
の
要
件
を
満
た
し
た
人
で

す
。

①
桐
生
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記

載
さ
れ
て
い
る
人

②
平
成
27
年
度
分
の
市
・
県
民
税

（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な

い
人

　
た
だ
し
、
以
下
の
場
合
は
対
象

外
で
す
。

・
平
成
27
年
度
市
町
村
民
税
が
課

税
さ
れ
て
い
る
人
に
扶
養
さ
れ
て

い
る
人

・
平
成
27
年
度
市
町
村
民
税
が
課

税
さ
れ
る
人
の
事
業
専
従
者

・
生
活
保
護
制
度
の
被
保
護
者

・
中
国
残
留
邦
人
等
に
対
す
る
支

援
給
付
の
受
給
者

・
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
等
入

所
者
家
族
生
活
援
護
費
の
受
給
者

・
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
非
入
所
者

給
与
金
（
援
護
加
算
分
）
の
受
給

者○
給
付
金
申
請
用
紙
の
配
布
時
期

　
平
成
27
年
８
月
下
旬
に
臨
時
福

祉
給
付
金
の
支
給
対
象
と
な
る
可

能
性
が
あ
る
人
に
は
白
色
の
封
筒

で
案
内
文
書
な
ど
を
郵
送
し
ま
す
。

個
人
宛
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
16

歳
未
満
の
人
に
も
案
内
文
書
な
ど

を
郵
送
し
ま
す
。

○
申
請
書
の
提
出
方
法

　
9
月
1
日
（
火
）
か
ら
12
月
2

日
（
水
）
ま
で
の
間
に
、
個
人
ご

と
の
申
請
書
に
記
入
し
、
必
要
書

類
を
添
付
の
上
、
返
信
用
封
筒
で

郵
送
（
当
日
消
印
有
効
）
し
て
く

だ
さ
い
。
市
役
所
1
階
の
長
寿
支

援
課
及
び
新
里
・
黒
保
根
支
所
市

民
生
活
課
で
も
受
け
付
け
ま
す
が
、

大
変
混
雑
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

ま
す
の
で
、
な
る
べ
く
郵
送
を
御

利
用
く
だ
さ
い
。

○
支
給
の
決
定

　
申
請
者
が
支
給
要
件
に
該
当
す

る
か
審
査
し
、
そ
の
結
果
を
支
給

決
定
通
知
又
は
非
該
当
通
知
と
し

て
お
送
り
し
ま
す
。
支
給
が
決
定

し
た
人
に
は
10
月
以
降
、
順
次
支

給
す
る
予
定
で
す
。

　
な
お
、
支
給
は
原
則
と
し
て
金

融
機
関
へ
の
振
り
込
み
に
よ
り
行

い
ま
す
。

対象者には８月下旬に
案内文書などを送付します

　

平
成
27
年
度
に
お
い
て
も
臨

時
福
祉
給
付
金
を
支
給
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
申
請
の
手

続
き
は
、
お
早
目
に
お
願
い
し

ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、
長
寿
支
援

課
に
設
置
し
て
あ
る
臨
時
福
祉

給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎

45
１
１
５
１
）
へ
。
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ふ
る
さ
と
桐
生
応
援
寄
附
金
に

御
協
力
を

　
市
で
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度

を
活
用
し
、「
ふ
る
さ
と
桐
生
応
援

寄
附
金
」
の
名
称
で
寄
付
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
と
は

　
「
生
ま
れ
育
っ
た
ふ
る
さ
と
」

や
「
心
の
ふ
る
さ
と
」
と
し
て
い

る
地
域
を
応
援
し
た
い
と
い
う
皆

さ
ん
の
想
い
を
寄
付
と
い
う
形
で

ふ
る
さ
と
に
届
け
る
こ
と
が
で
き

る
制
度
で
す
。
こ
の
制
度
で
地
方

公
共
団
体
に
寄
付
を
し
て
い
た
だ

い
た
場
合
に
、
確
定
申
告
を
す
る

こ
と
で
、
お
住
ま
い
の
市
町
村
に

納
め
る
住
民
税
な
ど
の
控
除
が
受

け
ら
れ
ま
す
。

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
拡
充

　
平
成
27
年
度
の
税
制
改
正
に
よ

り
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
が
次
の

と
お
り
拡
充
さ
れ
ま
し
た
。

①
ふ
る
さ
と
納
税
枠
の
拡
充

　
ふ
る
さ
と
納
税
を
行
っ
た
際
に

２
０
０
０
円
を
除
く
全
額
が
住
民

税
な
ど
か
ら
控
除
さ
れ
る
寄
付
の

上
限
額
（
ふ
る
さ
と
納
税
枠
）
が

制
度
改
正
前
の
約
２
倍
に
拡
充
さ

れ
ま
し
た
。
※
ふ
る
さ
と
納
税
枠

は
、
収
入
や
控
除
の
在
り
方
に
よ

り
、
個
人
ご
と
に
異
な
り
ま
す
。

②
手
続
き
の
簡
素
化
（
ふ
る
さ
と

納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度
の

創
設
）

　
寄
付
先
の
団
体
に
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
特
例
の
申
請
を
行
う
こ
と
で
、

確
定
申
告
を
し
な
く
て
も
ふ
る
さ

と
納
税
に
係
る
寄
付
金
控
除
が
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
た
だ
し
、
自
営
業
者
又
は
給
与

所
得
者
で
も
医
療
費
控
除
な
ど
で

確
定
申
告
を
行
う
人
や
、
６
団
体

以
上
の
地
方
公
共
団
体
に
寄
付
を

行
っ
た
場
合
は
特
例
制
度
対
象
外

と
な
り
ま
す
。

ふ
る
さ
と
桐
生
応
援
寄
附

金
に
御
協
力
を

　

平
成
26
年
度
は
、「
ふ
る
さ
と

桐
生
応
援
寄
附
金
」
に
57
件
、

８
４
４
万
５
５
０
１
円
の
寄
付
を

お
寄
せ
い
た
だ
き
、
桐
生
市
を
御

支
援
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
皆
さ
ん
か
ら
の
寄
付
金
は
、
自

然
保
護
や
ま
ち
づ
く
り
、
子
育
て

支
援
な
ど
、
寄
付
申
し
出
時
の
希

望
に
沿
う
取
り
組
み
に
活
用
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
ま
た
、
寄
付
を
し
て
い
た
だ
い

た
皆
さ
ん
に
は
記
念
品
と
し
て
キ

ノ
ピ
ー
グ
ッ
ズ
を
お
送
り
し
ま
す
。

　
寄
付
の
方
法
は
、
市
役
所
３
階

の
企
画
課
へ
お
申
し
出
て
い
た
だ

く
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲

載
し
て
い
ま
す
。

　
市
外
に
お
住
ま
い
の
御
家
族
や

御
親
戚
、御
友
人
、お
知
り
合
い
の

人
に
も
是
非「
ふ
る
さ
と
桐
生
応

援
寄
附
金
」を
御
紹
介
く
だ
さ
い
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
企
画
課
企
画

係
（
☎
内
線
５
２
４
）
へ
。

　
平
成
25
年
3
月
か
ら
12
月

ま
で
に
お
寄
せ
い
た
だ
い
た

寄
付
金
は
、
次
の
と
お
り
活

用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

▼
市
立
保
育
園
の
運
営
／

８
万
円
▼
一
人
暮
ら
し
高
齢

者
支
援
／
20
万
円
▼
障
害

者
（
児
）
支
援
／
85
万
円

▼
文
化
祭
な
ど
の
開
催
／

６
万
円
▼
「
自
然
観
察
の

森
」
の
管
理
・
運
営
／
54
万

円
▼
重
伝
建
地
区
の
整
備
／

２
０
２
万
１
５
０
０
円
▼
黒

保
根
地
域
の
道
路
整
備
／

１
万
円

平
成
26
年
度

　
寄
付
金
活
用
状
況

情報公開制度と
個人情報保護

　情報公開制度は、請求に基づき、市が保有してい
る情報（公文書）を公開するものです。
　昨年度は、167件の公開請求があり、その内、文
書が存在しなかったなどの21件を除き、143件を
公開し、３件を非公開としました。
　個人情報保護制度は、市が保有する個人情報につ
いて、本人の請求に応じて開示・訂正などを行い、
個人のプライバシーを守るためのものです。
　昨年度までに、市では個人情報にかかわる事務を
474件登録し、昨年度の開示請求は20件でした。
　問い合わせは、情報政策課情報発信係（☎内線
507）へ。

70
歳
以
上
の
人
は
、
住
民
税
非
課

税
世
帯
の
人
が
対
象
で
す
。

　
認
定
証
の
申
請
は
、
該
当
者
の

被
保
険
者
証
と
世
帯
主
の
印
を
持

参
の
上
、
市
役
所
１
階
の
医
療
保

険
課
又
は
新
里
支
所
市
民
生
活
課
、

黒
保
根
支
所
市
民
生
活
課
で
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

　
問
い
合
わ
せ
は
、
医
療
保
険
課

国
保
係
（
☎
内
線
２
５
４
）
へ
。

　
入
院
又
は
高
額
な
外
来
診
療
費

や
食
事
代
が
月
単
位
で
一
定
の
限

度
額
に
な
る
「
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
及
び

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
の
有
効

期
限
は
、
毎
年
７
月
31
日
ま
で
で

す
。

　
８
月
以
降
、
継
続
し
て
認
定
証

が
必
要
な
人
は
、
８
月
中
に
認
定

証
交
付
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

― 昨年度の状況 ―

国
民
健
康
保
険

限
度
額
適
用
認
定
証
の

更
新
手
続
き
を
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